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  第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規程は、医療法人一羊会が開設する老人保健施設一羊館（以下「一羊館」 という。）

における次に掲げる施設及び事業の運営に関し、重要な事項を定めるものとする。 

一 介護老人保健施設（以下「施設」という。） 

二 指定短期入所療養介護事業（以下「短期入所」という。） 

三 指定介護予防短期入所療養介護事業（以下「介護予防短期入所」という。） 

四 指定通所リハビリテーション事業（以下「通所リハビリ」という。） 

五 指定介護予防通所リハビリテーション事業（以下「介護予防通所リハビリ」という。） 

 

（施設・事業の目的） 

第２条 施設は、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能 

訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力

に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするとともに、その者の居宅における生活へ

の復帰を目指すものとする。 

２  短期入所は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅にお 

いて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、看護、医学的管理の

下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、

療養生活の質の向上及び利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとする。 

３  介護予防短期入所は、利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むこ 

とができるよう、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに

日常生活上の支援を行うことにより、利用者の介護予防及び療養生活の質の向上及び心身

機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。 

４  通所リハビリは、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅に 

おいて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療

法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図るも

のとする。 

５  介護予防通所リハビリは、利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営 

むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用

者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものと



する。 

（運営の方針） 

第３条 一羊館は、一羊館を利用する者（以下「利用者」という。）の意思と人格を尊重し、常に利

用者の立場に立って介護保健施設サービス、短期入所療養介護及び通所リハビリテーション

（以下「施設サービス等」という。）を提供しなければならない。 

２ 一羊館は、明るく家庭的な雰囲気を有するよう努めるとともに、特に地域及び家庭との結びつ

きを重視し、積極的に地域との交流に努めるものとする。 

３ 一羊館は、市町村、地域包括支援センター、介護保険施設、居宅介護支援事業者、居宅サー

ビス事業者その他の保健・医療・福祉サービスを提供する者との密接な連携を図るものとする。 

４ 施設は、入所者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業

者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。 

  

（説明及び同意） 

第４条 一羊館の従業員は、施設サービス等の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者及

びその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明をし、同意

を得なければならない。 

 

（身体拘束の禁止） 

第５条 一羊館においては、利用者に対する施設サービス等の提供に当たって、当該利用者又

は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束そ

の他利用者の行動を制限する行為（以下「身体拘束等」という。）を行ってはならない。 

２  緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の

状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

 

（秘密の保持及び個人情報の保護） 

第６条 利用者の個人情報の保護は、個人情報保護法に基づく厚生労働省のガイドラインに則

り、当施設での介護サービスの提供にかかる以外の利用は原則的に行わないものとし、外部へ

の情報提供については、必要に応じて利用者またはその代理人の了解を得ることとする。ただ

し、正当な理由がある場合はこの限りではない。 

 また、施設職員については、職員でなくなった後においても、個人情報を漏らすことがないよう指

導教育を行う。 

 

（各称等） 

第７条 一羊館の名称等は、次のとおりとする。 

 一 名   称 老人保健施設 一羊館 

 二 所 在 地 群馬県前橋市小坂子町１０１２－５ 

 三 管 理 者 柳川 右千夫 

 

 

 



第２章 定員及び従業者 

（定員） 

第８条 一羊館の施設、短期入所及び介護予防短期入所の入所定員（又は利用定員）は、１００

名とする。 

２ 一羊館の通所リハビリ及び介護予防通所リハビリの利用定員は、３０名とする。 

 

（従業者の職種、その内容及び員数） 

第９条 一羊館の従業者の職種、その内容及び員数は、別表第１のとおりとする。 

 

第３章 サービスの内容及び費用の額 

（施設サービス等の内容） 

第１０条 一羊館で提供する施設サービス等の内容は、次のとおりとする。 

 一 施設サービス計画、短期入所療養介護計画（おおむね４日以上継続して利用する場合をい

う。）、介護予防短期入所療養介護計画（おおむね４日以上継続して利用する場合をいう。）、

通所リハビリテーション計画及び介護予防通所リハビリテーション計画の作成 

 二 食事の提供（利用者が選定する特別な食事の提供を含む。） 

 三 入浴（一般浴槽又は特別浴槽における入浴とする。） 

 四 看護及び医学的管理の下における介護 

 五 機能訓練（リハビリテーション、レクリエーション等） 

 六 栄養ケアマネジメント（栄養状態の管理等）  

 七 口腔衛生の管理 

 八 退所に向けた総合的支援 

 九 各種相談に対する指導及び援助 

 十 その他利用者に対する便宜の提供 

 

（利用料及びその他の費用の額） 

第１１条 利用者が一羊館から施設サービス等の提供を受けた場合の利用料は、介護報酬告示

上の額とし、当該施設サービス等が法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用

者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。 

２ 一羊館は、前項に定める額のほか、次の各号に定める費用につき別表第２に額を掲げ、 か

つ、当該費用に関し利用者及び家族の同意を得たときは、利用者から当該費用の額の支払を

受けることができる。 

  一 施設 

 （１） 食事の提供に要する費用 

 （２） 居住に要する費用 

 （３） 利用者が選定する特別な療養室の費用 

 （４） 利用者が選定する特別な食事の費用 

 （５） 理美容代 

 （６） その他日常生活で通常必要となる費用のうち、当該利用者が負担することが適当と認 

    められるもの 



 

 二 短期入所 

 （１） 食事の提供に要する費用 

 （２） 滞在に要する費用 

 （３） 利用者が選定する特別な療養室の費用 

 (４)  利用者が選定する特別な食事の費用  

 （５） 送迎に要する費用（厚生労働大臣が別に定める場合を除く。） 

 （６） 理美容代 

 （７） その他日常生活で通常必要となる費用のうち、当該利用者が負担することが適当と認め 

    られるもの 

 三 通所リハビリ 

 （１） 食事の提供に要する費用 

 （２） 利用者の選定により通常事業の実施地域以外に居住する利用者に対して行う送迎に要 

    す費用 

 （３） 通常要する時間を超える通所リハビリであって利用者の選定により必要となる費用の範囲 

    内において、居宅介護サービスまたは居宅支援サービス費用基準額を超える費用 

 （４） おむつ代 

 （５） その他日常生活で通常必要となる費用のうち、当該利用者が負担することが適当と認め 

    られるもの 

 四 介護予防短期入所 

 （１） 食事の提供に要する費用 

 （２） 滞在に要する費用 

 （３） 利用者が選定する特別な療養室の費用 

 (４)  利用者が選定する特別な食事の費用  

 （５） 送迎に要する費用（厚生労働大臣が別に定める場合を除く。） 

 （６） 理美容代 

 （７） その他日常生活で通常必要となる費用のうち、当該利用者が負担することが適当と認め 

    られるもの 

 五 介護予防通所リハビリ 

 （１） 食事の提供に要する費用 

 （２） 利用者の選定により通常事業の実施地域以外に居住する利用者に対して行う送迎に要 

    する費用 

 （３） おむつ代 

 （４） その他日常生活で通常必要となる費用のうち、当該利用者が負担することが適当と認め 

    られるもの 

３ 前項の費用の額を変更した場合は、当該変更した額について新たに利用者及び家族の同意 

  を得なければならない。 

 

第４章 運営に関する事項 

（一羊館の利用に当たっての留意事項） 



第１２条 利用者は、一羊館を利用するに当たっての留意事項は、以下の各号に定めるとおりとす

る。 

 一 面会時間は、午前８時３０分から午後９時までとすること。 

 二 外出・外泊する際は、別に定める外出・外泊届を、提出すること。 

 三 （注 他科受診時の留意事項などを記載する）  

２ その他一羊館の利用に当たっての留意事項は、管理者が別に定める。 

 

 

（通所リハビリ及び介護予防通所リハビリの営業日並びに営業時間） 

第１３条 通所リハビリ及び介護予防通所リハビリの営業日並びに営業時間は、次のとおり定め

る。 

 一 営業日 原則として通年とする。（１２月３１日から１月２日までを除く。）   

二 営業時間 午前８時３０分から午後５時３０分まで。（ただし、利用者の選定により通常要する

時間を超えて行う通所リハビリの提供が必要と認められる場合は、この限りでない。） 

  三 サービス提供時間 午前９時００分から午後４時３０分まで。（ただし、利用者の選定により 

   通常要する時間を超えて行う通所リハビリの提供が必要と認められる場合は、この限りでな 

   い。） 

 

（通常の送迎及び通常の事業の実施地域） 

第１４条 短期入所及び介護予防短期入所の通常の送迎の実施地域は、前橋市内（利根川以

西・国道５０号以南・県道３５３号以北を除く）とする。 

２ 通所リハビリ及び介護予防通所リハビリの通常の事業の実施地域は、前橋市内（利根川以西・

国道５０号以南・県道３５３号以北を除く）とする。 

 

（褥瘡の発生防止） 

第１５条 一羊館は、施設サービス等の提供にあたり褥瘡が発生しないよう、次の各号に定める措

置を講じなければならない。 

一 褥瘡のリスクが高い利用者に対し、褥瘡予防のための計画を作成すること。 

二 看護師長を褥瘡予防担当者とすること。 

三 一羊館褥瘡対策チームを設置し、褥瘡対策のための指針を整備すること。 

四 従業者に対し、褥瘡対策に関する教育を行うこと。 

 

（衛生管理） 

第１６条 一羊館は、館内において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各

号に定める措置を講じなければならない。 

  一 看護師長を感染対策担当者とすること。 

二 一羊館感染対策委員会を設置し、定期的に開催するとともに、その結果について、職員

に周知徹底すること。 

三 感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための指針（一羊館感染対策 マ ニ ュ ア

ル）を整備すること。 



  四 前号に定めるマニュアルに基づき、従業者に対する研修・訓練を定期的に行うこと。 

五 前３号に掲げるもののほか、「厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が      

疑われる際の対処等に関する手順」に沿った対応を行う。 

 

（非常災害対策） 

第１７条 一羊館は、防火管理者を選任し、非常災害に関する具体的な計画を立てなければなら

ない。 

２ 一羊館は、非常災害に備えるため、毎年４月及び１０月の年２回、日中を想定した非常災害訓

練（避難訓練、消火訓練及び通報訓練を行うものをいう。以下同じ。）並びに夜間を想定した非

常災害訓練を実施しなければならない。 

３ 一羊館の従業者は、常に、災害の防止と利用者の安全確保に配慮しなければならない。 

４ 一羊館は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に   

努めるものとする。 

 

（要望及び苦情処理） 

第１８条 一羊館は、提供した施設サービス等に関し利用者又は家族から要望及び苦情があった

ときは、管理者の責任において迅速かつ適切に対応し、その対応策を要望及び苦情を申し出

た者に説明するものとする。 

２ 要望及び苦情の受付責任者は、支援相談員とし、苦情の処理のシステムは、一羊館リスク管

理委員会で定めるものとする。 

３ 利用者または家族の要望及び苦情を受け付けるため、サービスステーション窓口に「ご意見

箱」を設置するとともに、電話での受け付けも行うものとする。 

     一羊館（相談員宛） ０２７－２６９－６６６７ 

４ 苦情に関する受付は下記でも行っています。 

     ・居住市町村の介護保険担当部署     （前橋市介護保険課 027-224-1111) 

     ・居住都道府県の国民健康保険連合会 （苦情相談専用窓口 027-290-1323） 

 

（事故発生の防止及び発生時の対応） 

第１９条 一羊館は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じな

ければならない。 

一 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防

止のための指針（一羊館事故予防・対応マニュアル）を整備すること。 

二 一羊館は、事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当

該事実が報告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備するこ

と。 

三 支援相談員を安全対策責任者とすること。 

四 事故発生の防止のための委員会（一羊館リスク管理委員会）及び従業者に対する研

修を定期的に行うこと。 

２ 一羊館は、利用者に対する施設サービス等の提供により事故が発生した場合は、同マニュア

ルに基づいて、直ちに必要な措置を採るとともに、利用者の家族等に連絡をしなければならな



い。死亡事故その他重大な事故については、遅滞なくその概要を県及び市町村に報告をしな

ければならない。 

３ 一羊館は、前項の事故の状況及び事故に際して採った措置について記録するものとする。 

４ 一羊館は、利用者に対する施設サービス等の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、

損害賠償を速やかに行うものとする。 

 

（虐待防止に関する事項） 

第２０条 一羊館は、入所者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置

を講ずるものとする。 

１ 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従 

業者に周知徹底を図る 

２ 虐待防止のための指針の整備 

３ 虐待を防止するための定期的な研修の実施 

４ 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置 

５ 事業所は、サービス提供中に、従業者又は養護者（利用者の家族等高齢者を現に擁護する 

者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに市町村へ通報するも

のとする。 

 

（業務継続計画の策定等） 

第２１条 施設は、感染症や非常災害の発生時において、入所者に対する介護保健施設サービ

スの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画

（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものと

する。 

２ 施設は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定

期的に実施するものとする。 

３ 施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うも

のとする。 

 

（職員の質の向上） 

第２２条 一羊館は、提供する施設サービス等の質の向上を図るため、研修会の機会を確保す 

る。 

 

（その他運営に関する留意事項） 

第２３条 一羊館は直接介護に携わる従業者（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援   専

門員、介護保険法第８条第２項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他  こ

れに類する者を除く。）に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために  必

要な措置を講じるものとする。 

１ 一羊館は、適切な介護保健施設サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる

性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超え

たものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措



置を講じるものとする。 

 

 

 第５章 雑則 

（委任） 

第２４条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、医療法人一羊会

の同意を得て、管理者が別に定める。 

 

附  則 

この規程は、平成１２年  ４月  １日から施行する。 

この規程は、平成１７年１０月  １日から施行する。 

この規程は、平成１８年  ４月  １日から施行する。 

この規程は、平成２１年  ４月  １日から施行する。 

この規程は、平成２３年１１月  １日から施行する。 

この規程は、平成２５年  ８月  １日から施行する。 

この規程は、平成２６年  ３月  １日から施行する。 

この規程は、平成２６年  ７月  １日から施行する。 

この規程は、平成２７年  ４月  １日から施行する。 

この規程は、平成２７年  ８月  １日から施行する。 

この規程は、平成２８年  ４月  １日から施行する。 

この規程は、平成２９年  ４月  １日から施行する。 

この規程は、平成３１年  ３月２２日から施行する。 

この規程は、平成３１年  ４月  １日から施行する。 

この規程は、令和  １年１０月  １日から施行する。 

この規程は、令和  ２年  ４月  １日から施行する。 

この規程は、令和  ２年１０月  １日から施行する。  

この規程は、令和  ３年  ２月  １日から施行する。 

この規程は、令和  ３年  ４月  １日から施行する。 

この規程は、令和  ４年  ２月  １日から施行する。 

この規程は、令和  ５年  ４月  １日から施行する。 

この規程は、令和  ５年  7 月  １日から施行する。 

この規程は、令和  ６年  ４月  １日から施行する。 

この規程は、令和  ６年  ６月  １日から施行する。 

この規程は、令和  ８年  ２月  １日から施行する。 

この規程は、令和  ８年  ４月  １日から施行する。 

 

 

 

 

 



 

別表第１（第９条関係）一羊館の従業者の職種等 

 

注１） 一羊館では、看護・介護職員を入所者の数が３又はその端数を増すごとに１以上  

配置し、別表第２のとおり介護保健施設サービス費（１）及び介護保健施設短期入

所療養介護費（１）を算定している。 

注２） 別表第１のうち、「入所」は介護老人保健施設（短期入所療養介護を含む。）をい 

い、「通所」は通所リハビリテーションをいう。 

職   種 職 務 の 内 容 員数（常勤換算） 

管 理 者 

一羊館の従業者の管理及び業務の実施状況の把

握その他の管理を一元的に行う。 1人 

医 師 

利用者の病状及び心身の状況に応じて、日常的

な医学的対応を行う。 
１人以上 

管理者兼務 

薬 剤 師 

医師の指示に基づき、薬剤の管理及び服薬指導

等を行う。 ０．３人以上 

理学療法士 

作業療法士 

言語聴覚士 

リハビリテーションプログラム等を作成し、理学療

法、作業療法その他必要なリハビリテーションを計

画的に行う。 

入所 ３人以上 

通所 １人以上 

看 護 職 員 

医師の指示に基づき、投薬、検温、血圧測定等の

業務及び施設サービス計画等に基づく看護・介護

を行う。 

入所 １０人以上 

通所 １人以上 

介 護 職 員 
施設サービス計画等により、医学的管理に基づく

介護を行う。 
入所 ２５人以上 

通所  ４人以上 

管理栄養士 

献立の作成、栄養指導、嗜好調査等利用者の食

事・栄養管理を行う。 １人以上 

介護支援専門員 
施設サービス計画等の原案を作成し、その他ケア

マネジメントを行う。 
１人以上 

支援相談員 
利用者及び家族からの処遇上の相談に適切に応

じるとともに、入退所事務等を行う。 １人以上 

調 理 員 
管理栄養士の指示のもとで、利用者に提供する食

事を調理する。 
委託 

 

事 務 員  １人以上 

環境整備 
施設内の清掃業務等を行う。 

委託 



 

別表第２（第１１条関係）一羊館利用料金表 

 

Ⅰ介護老人保健施設 

Ⅱ短期入所療養介護 

Ⅲ通所リハビリテーション 

Ⅳ介護予防短期入所療養介護 

Ⅴ介護予防通所リハビリテーション 

 

 

別に料金表を設けてあります。 

 

 

 

 

 

 

 


